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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　包装された薬が収納され、服薬者ごとに配置される薬収納装置と、
　服薬者が服用する薬の種類、数量及び服用時刻を含む服薬情報を薬収納装置ごとに記憶
する記憶手段と、
　記憶手段に記憶される服薬情報を薬収納装置ごとに入力する入力手段と、
　薬収納装置の薬を服薬者が服用したか否かを検知する服薬検知手段と、
　服薬者の服薬を管理する管理者側に設けられた管理者側端末機と、
　記憶手段に記憶された服薬情報と服薬検知手段の服薬検知結果情報を管理者側端末機に
出力可能な出力手段とを備え、
　前記薬収納装置は、薬が取り出された薬殻を受容する薬殻受容部と、薬殻受容部に薬殻
が投入されたことを検知する薬殻センサとを有し、
　前記服薬検知手段は、薬殻センサによって薬殻受容部への薬殻の投入が検知されたとき
に服薬者が薬を服用したものとして検知する
　ことを特徴とする服薬管理システム。
【請求項２】
　前記管理者側端末機として管理者が携帯可能な携帯端末機を備え、
　前記薬収納装置に前記記憶手段及び前記服薬検知手段を設けるとともに、携帯端末機に
前記記憶手段及び表示手段を設け、
　薬収納装置と携帯端末機とを無線による服薬情報及び服薬検知結果情報の送受信を可能
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に構成した
　ことを特徴とする請求項１記載の服薬管理システム。
【請求項３】
　前記管理者側端末機として所定の場所に設置される主端末機を備え、
　主端末機に前記記憶手段、入力手段及び表示手段を設け、
　主端末機と携帯端末機とを無線による服薬情報及び服薬検知結果情報の送受信を可能に
構成した
　ことを特徴とする請求項２記載の服薬管理システム。
【請求項４】
　前記薬収納装置の薬が服薬者によって服用されなかったことを所定の場所に報知する報
知手段を備えた
　ことを特徴とする請求項１、２または３記載の服薬管理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば病院等の医療施設、介護施設、自宅等において、薬の服用を必要とす
る患者に対し、薬の飲み忘れ防止や誤投薬防止等の服薬管理を行うための服薬管理システ
ムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、病院等の医療施設において、薬の服用を必要とする入院患者に対しては、患者
ごとに用意された薬を看護師が患者まで持って行き、決められた時刻に服用するよう指示
をしている。しかしながら、患者が薬を飲み忘れたり、故意に服薬を怠るなど、患者任せ
にしては服薬を徹底することができず、効果的な治療ができないという問題があった。一
方、病院内では多くの入院患者に投薬する必要があるため、各患者一人ひとりの服薬状況
を看護師が確認に行くことは困難であり、決まった時間に服薬するように指導できないと
いう問題があった。
【０００３】
　そこで、従来では、薬を収納する薬収納部と、薬収納部の開閉を検知する開閉センサと
を備えた薬箱を患者ごとに配置し、予め設定された服薬時刻に薬が服用されたか否かを薬
収納部の開閉センサによって検知することにより、患者の服薬を管理するようにしたもの
が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－３１０７１５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、前記従来例では、服薬時刻に薬が服用されなかった場合は、アラームで患者
に知らせることにより、患者に服薬を促すようにしているが、患者が実際に薬を服用した
か否かの管理までは行うことができず、結局、自己管理に頼らざるを得ないという問題点
があった。また、薬箱には患者ごとに用意された薬を毎日投入する必要があるが、薬の種
類や数量は患者ごとに異なるため、患者数の多い病院では薬箱への薬の準備作業が煩雑に
なるという問題点もあった。
【０００６】
　本発明は前記問題点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、服薬者が
薬を服用したか否かの管理を管理者によって行うことができるとともに、管理者による薬
の準備作業を効率的に行うこともできる服薬管理システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
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【０００７】
  本発明の服薬管理システムは、前記目的を達成するために、包装された薬が収納され、
服薬者ごとに配置される薬収納装置と、服薬者が服用する薬の種類、数量及び服用時刻を
含む服薬情報を薬収納装置ごとに記憶する記憶手段と、記憶手段に記憶される服薬情報を
薬収納装置ごとに入力する入力手段と、薬収納装置の薬を服薬者が服用したか否かを検知
する服薬検知手段と、服薬者の服薬を管理する管理者側に設けられた管理者側端末機と、
記憶手段に記憶された服薬情報と服薬検知手段の服薬検知結果情報を管理者側端末機に出
力可能な出力手段とを備え、前記薬収納装置は、薬が取り出された薬殻を受容する薬殻受
容部と、薬殻受容部に薬殻が投入されたことを検知する薬殻センサとを有し、前記服薬検
知手段は、薬殻センサによって薬殻受容部への薬殻の投入が検知されたときに服薬者が薬
を服用したものとして検知することを特徴としている。                              
                                        
【０００８】
　これにより、薬収納装置の薬を服薬者が服用したか否かが服薬検知手段によって検知さ
れ、その服薬検知結果情報が管理者側端末機から出力されることから、服薬者が薬を服用
したか否かの管理を管理者が行うことが可能となる。また、服薬者が服用する薬の種類、
数量及び服用時刻を含む服薬情報が管理者側端末機から出力されることから、薬収納装置
に収納する薬の服薬情報の確認が容易になる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、服薬者が実際に薬を服用したか否かの管理を管理者によって容易に行
うことができるので、薬を飲まなかった患者への指導を効果的に行うことができ、薬の飲
み忘れの防止を図ることができる。また、薬収納装置に収納する薬の種類、数量及び服用
時刻を含む服薬情報の確認を管理者が容易に行うことができるので、管理者による薬の準
備作業を効率的に行うことができるとともに、誤投薬の防止を図ることもできる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の一実施形態を示す服薬管理システムの構成図
【図２】薬収納装置の構成図
【図３】薬収納装置、主端末機及び携帯端末機の構成図
【図４】第１の制御部の動作を示すフローチャート
【図５】薬収納装置の動作説明図
【図６】薬収納装置の動作説明図
【図７】薬収納装置の動作説明図
【図８】本発明の他の実施形態を示す服薬管理システムの構成図
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　図１乃至図７は本発明の一実施形態を示すもので、例えば病院の入院患者に対する服薬
の管理を行うための服薬管理システムに関するものである。
【００１２】
　この服薬管理システムは、薬１を服用する服薬者（患者）ごとに配置される薬収納装置
１０と、病院の所定の場所に設置される管理者側端末機としての主端末機２０と、管理者
が携帯可能な他の管理者側端末機としての携帯端末機３０とを備えている。
【００１３】
　薬収納装置１０は、包装された薬１を収納する薬トレイ１１と、薬トレイ１１の薬１を
搬出する薬搬出部１２と、薬１から取り出された中身１ａを受容する薬受容部１３と、中
身１ａが取り出された薬１の薬殻１ｂを受容する薬殻受容部１４と、薬殻受容部１４から
薬殻１ｂを回収する薬殻回収部１５とを備え、病院の病室２に配置されている。
【００１４】
　薬トレイ１１は、内部が複数の収納部１１ａに仕切られており、各収納部１１ａには、
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一日分の薬として、朝、昼、夕方、就寝前に服用する薬１がそれぞれ収納されている。薬
トレイ１１は、薬収納装置１０に出し入れ自在に設けられており、薬収納装置１０のトレ
イ受け１１ｂに装填されるようになっている。薬トレイ１１には周知のＲＦＩＤタグ１１
ｃが取り付けられており、トレイ受け１１ｂにはＲＦＩＤタグ１１ｂの記憶情報を読み取
る周知のタグリーダ１１ｃが設けられている。この場合、薬トレイ１１のＲＦＩＤタグ１
１ｃには、その薬トレイ１１が用いられる薬収納装置１０の識別情報（ＩＤ）が記憶され
ており、他の薬トレイ１１が誤って装填されると、図示しないブザーによって警報が出力
されるようになっている。
【００１５】
　薬搬出部１２は、薬１を搬出する搬出口１２ａを有し、薬トレイ１１の薬１を各収納部
１１ａごとに搬出口１２ａに搬出するように構成されている。
【００１６】
　薬受容部１３は、受け皿状に形成され、薬１から取り出された中身１ａを一時的に受容
するために設けられている。
【００１７】
　薬殻受容部１４は、受け皿状に形成され、中身１ａが取り出された薬１の薬殻１ｂを受
容するようになっている。この場合、薬殻受容部１４は、例えば底面を開閉することによ
り、薬殻１ｂを排出するようになっている。また、薬殻受容部１４には、薬殻１ｂを検知
する薬殻センサ１４ａが設けられ、薬殻センサ１４ａは、例えば周知の光センサや重量セ
ンサによって薬殻１ｂの有無を検知するようになっている。
【００１８】
　薬殻回収部１５は、薬殻受容部１４から排出された薬殻１ｂを受容可能に形成され、服
用済みの薬１の薬殻１ｂを回収するようになっている。
【００１９】
　また、薬収納装置１０は、赤外線通信等の無線により携帯端末機３０と信号を送受信す
る送受信機１６と、服薬者が服用する薬の種類、数量及び服用時刻を含む服薬情報を記憶
する記憶部１７と、薬収納装置１０の動作を制御する第１の制御部１８とを備えている。
【００２０】
　主端末機２０は、例えば据置型のパーソナルコンピュータからなり、例えば病院内のナ
ースステーション３と薬局４にそれぞれ設置されている。主端末機２０は、赤外線通信等
の無線により携帯端末機３０と信号を送受信する送受信機２１と、服薬者が服用する薬の
種類、数量及び服用時刻を含む服薬情報を記憶する記憶部２２と、記憶部２２に記憶され
る服薬情報を薬収納装置１０ごとに入力する入力部２３と、記憶部２２に記憶された情報
を薬収納装置１０ごとに出力可能な出力部２４と、主端末機２０の動作を制御する第２の
制御部２５とを備えている。この場合、出力部２４は、ディスプレイ装置の画面出力装置
やプリンタ等からなる。また、ナースステーション３の主端末機２０と薬局４の主端末機
２０とは、ネットワーク回線等を通じて互いに接続され、記憶部２２に記憶される情報が
互いに一致するように同期している。
【００２１】
　携帯端末機３０は、例えばモバイル型またはタブレット型のパーソナルコンピュータか
らなり、例えば病院内の複数の看護師がそれぞれ携帯するようになっている。携帯端末機
３０は、赤外線通信等の無線により主端末機２０及び薬収納装置１０と信号を送受信する
送受信機３１と、服薬者が服用する薬の種類、数量及び服用時刻を含む服薬情報を記憶す
る記憶部３２と、記憶部３２に記憶される服薬情報を薬収納装置１０ごとに入力する入力
部３３と、記憶部３２に記憶された情報を薬収納装置１０ごとに出力する出力部３４と、
携帯端末機３０の動作を制御する第３の制御部３５とを備えている。この場合、出力部２
４は、携帯端末機３０の画面出力部からなる。
【００２２】
　以上のように構成された服薬管理システムにおいては、服薬者が服用する薬の種類、数
量及び服用時刻を含む服薬情報がナースステーション３の主端末機２０に薬収納装置１０
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ごとに入力され、主端末機２０の記憶部２２に記憶される。この場合、ナースステーショ
ン３の主端末機２０は薬局４の主端末機２０と同期しているので、各主端末機２０の服薬
情報は互いに一致している。また、服薬者ごとの服薬情報は、薬収納装置１０ごとに付与
されたＩＤによって管理される。
【００２３】
　一方、携帯端末機３０は、看護師によって携帯され、薬収納装置１０に収納される薬の
準備作業に用いられる。即ち、携帯端末機３０を携帯する看護師により、ナースステーシ
ョン３の主端末機２０の服薬情報が無線通信により携帯端末機３０に取り込まれ、携帯端
末機３０の記憶部３２に記憶される。尚、薬局４の主端末機２０にも同じ服薬情報が記憶
されているので、薬局４の主端末機２０から服薬情報を携帯端末機３０に取り込むことも
可能である。
【００２４】
　次に、薬局４の主端末機２０から服薬者ごとの服薬情報が出力され、服薬情報に基づい
て服薬者ごとに薬トレイ１１に薬１が収納される。その際、携帯端末機３０の出力部３４
に服薬情報を表示することにより、携帯端末機３０を見ながら薬トレイ１１への薬１の収
納作業を行うことも可能である。このようにして薬１が収納された薬トレイ１１は、ナー
スステーション３に搬送される。
【００２５】
　次に、看護師が薬トレイ１１を服薬者の薬収納装置１０まで持って行き、薬トレイ１１
が服薬者の薬収納装置１０に装填される。その際、薬収納装置１０のタグリーダ１１ｃに
よって読み取られた薬トレイ１１のＲＦＩＤタグ１１ｃのＩＤが薬収納装置１０のＩＤと
一致していない場合は警報が出力されるので、他の服薬者の薬トレイ１１が誤って装填さ
れることはない。続いて、看護師により、携帯端末機３０の服薬情報が薬収納装置１０に
無線通信により送信される。これにより、携帯端末機３０の服薬情報が薬収納装置１０の
記憶部１７に記憶され、薬収納装置１０の設定が完了する。その際、その薬収納装置１０
の服薬情報を携帯端末機３０の出力部３４に表示することにより、例えば画像により薬の
種類を確認することができる。また、後述するように、服薬者による前日の服薬結果を確
認することも可能である。更に、例えば服薬時刻を変更する場合など、服薬情報を携帯端
末機３０の入力部３３によって書き換えることも可能である。
【００２６】
　ここで、服薬者が薬収納装置１０の薬１を服用する際の第１の制御部１８の動作につい
て、図４のフローチャートを参照して説明する。
【００２７】
　まず、前述のように携帯端末機３０の服薬情報を受信すると（Ｓ１）、携帯端末機３０
の服薬情報を記憶部１７に記憶する（Ｓ２）。次に、服薬情報に設定されている服薬時刻
になると（Ｓ３）、図５に示すように服薬時刻に対応する薬トレイ１１の収納部１１ａか
ら薬搬出部１２によって薬１を搬出口１２ａに搬出し（Ｓ４）、タイマにより所定時間Ｔ
（例えば３０分）の計時を開始する（Ｓ５）。ここで、図６に示すように、服薬者は、搬
出口１２ａから薬１を取り出し、薬１の中身１ａを一旦薬受容部１３に入れ、薬殻受容部
１４に薬殻１ｂを入れた後、薬受容部１３の薬１の中身１ａを服用する。その際、時間Ｔ
が経過する前に（Ｓ６）、薬殻受容部１４に薬殻１ｂが投入されたことを薬殻センサ１４
ａによって検知すると（Ｓ７）、服薬者が薬１を服用したものとして、服薬検知結果を「
服薬あり」とする（Ｓ８）。次に、図７に示すように薬殻受容部１４により薬殻１ｂを排
出して薬殻回収部１５に回収した後（Ｓ９）、服薬検知結果を記憶部１７に記憶する（Ｓ
１０）。また、前記ステップＳ６及びＳ７において、薬殻受容部１４に薬殻１ｂが投入さ
れたことが検知されずに時間Ｔが経過した場合は、服薬者が薬１を服用しなかったものと
して、服薬検知結果を「服薬なし」とし（Ｓ１１）、服薬検知結果を記憶部１７に記憶す
る。そして、前記ステップＳ３に戻り、次の服薬時刻になったら前記ステップＳ３～Ｓ１
１の動作を再び行う。尚、前述のように、時間Ｔが経過する前に薬殻受容部１４に薬殻１
ｂが投入された否かを判定する処理は、服薬者が薬１を服用したか否かを検知する服薬検
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知手段を構成している。
【００２８】
　次に、一日分の薬の服用時刻が経過し、例えば翌日の朝になると、看護師により、前述
のように携帯端末機３０を用いて薬収納装置１０に新たな薬が収納される。その際、携帯
端末機３０の服薬情報を薬収納装置１０に送信すると、携帯端末機３０の服薬情報が薬収
納装置１０の記憶部１７に記憶されるとともに、薬収納装置１０の記憶部１７に記憶され
ている前日の服薬検知結果情報が携帯端末機３０に送信され、服薬検知結果が携帯端末機
３０の出力部３４に表示される。これにより、看護師が服薬者の前で前日の服薬検知結果
を確認することができるので、薬を服用していない場合には、服薬を怠らないよう直接指
導することができる。また、看護師がナースステーション３に戻った際、薬収納装置１０
から携帯端末機３０に読み取った服薬検知結果情報を携帯端末機３０からナースステーシ
ョン３の主端末機２０に送信することにより、服薬検知結果情報が主端末機２０の記憶部
２２に記憶され、主端末機２０及び他の携帯端末機３０で服薬検知結果情報の共有が可能
となる。
【００２９】
　このように、本実施形態の服薬管理システムによれば、服薬者ごとに配置される薬収納
装置１０と、服薬者が服用する薬の種類、数量及び服用時刻を含む服薬情報を薬収納装置
１０ごとに記憶する記憶部１７，２２，３２と、記憶部１７，２２，３２に記憶される服
薬情報を薬収納装置１０ごとに入力する入力部２３，３３と、薬収納装置１０の薬を服薬
者が服用したか否かを検知する服薬検知手段と、服薬者の服薬を管理する管理者側に設け
られた管理者側端末機とを備え、記憶部１７，２２，３２に記憶された服薬情報と服薬検
知手段の服薬検知結果情報を管理者側端末機から出力するようにしたので、服用者が薬を
服用したか否かを管理者側端末機によって確認することができ、管理者側によって服薬の
管理を容易かつ確実に行うことができる。これにより、薬を飲まなかった患者への指導を
効果的に行うことができ、薬の飲み忘れの防止を図ることができる。また、薬収納装置１
０に収納する薬の種類、数量及び服用時刻を含む服薬情報を管理者側端末機によって確認
することができるので、薬の準備作業を効率的に行うことができるとともに、誤投薬の防
止を図ることもできる。
【００３０】
　また、管理者側端末機として管理者が携帯可能な携帯端末機３０を備え、薬収納装置１
０に記憶部１７及び服薬検知手段を設けるとともに、携帯端末機３０に記憶部３２及び出
力部３４を設け、薬収納装置１０と携帯端末機３０とを無線により服薬情報及び服薬検知
結果情報の送受信を可能に構成したので、看護婦や医師等の管理者が携帯端末機３０を用
いて服薬管理を容易に行うことができ、病院等の規模の大きい施設で用いる場合に極めて
有利である。
【００３１】
　更に、管理者側端末機として所定の場所に設置される主端末機２０を備え、主端末機２
０に記憶部２２、入力部２３及び出力部２４を設け、主端末機２０と携帯端末機３０とを
無線により服薬情報及び服薬検知結果情報の送受信を可能に構成したので、看護婦、医師
、薬剤師等の管理者がナースステーション３や薬局４に設置された主端末機２０を用いて
服薬管理を容易に行うことができ、病院等の規模の大きい施設で用いる場合に極めて有利
である。
【００３２】
　図８は本発明の他の実施形態を示すもので、前記実施形態と同一の構成部分には同質の
符号を付して示す。
【００３３】
　同図に示す服薬管理システムは、いわゆるナースコールとしての報知装置４０を備えて
いる。この報知装置４０はナースステーション３に配置され、病室２の患者ごとに設けら
れた呼出スイッチ４１に配線４２を介して接続されている。即ち、病室２の患者が呼出ス
イッチ４１を押すと、ナースステーション３の報知装置４０が鳴り、看護師を呼び出すよ
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【００３４】
　本実施形態では、前記薬収納装置１０が配線４２を介して報知装置４０に接続されてお
り、薬収納装置１０の薬を服薬者が服用しなかったことを前記服薬検知手段によって検知
すると、報知装置４０を作動させるようになっている。具体的には、前記第１の制御部１
８の動作ステップＳ６及びＳ７において、薬殻受容部１４に薬殻１ｂが投入されたことが
検知されずに時間Ｔが経過した場合は、報知装置４０を作動させる処理を加える。
【００３５】
　これにより、服薬者が薬１を服用しなかったと判定された場合は、報知装置４０によっ
てナースコールがされるので、呼び出された看護師によって速やかに薬の服用を促すこと
ができる。
【符号の説明】
【００３６】
　１…薬、２…病室、３…ナースステーション、４…薬局、１０…薬収納装置、１７…記
憶部、２０…主端末機、２２…記憶部、２３…入力部、２４…出力部、３０…携帯端末機
、３２…記憶部、３３…入力部、３４…出力部、４０…報知装置。

【図１】

【図２】

【図３】
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(9) JP 6021105 B2 2016.11.2

10

20

30

フロントページの続き

(74)代理人  100166224
            弁理士　角田　成夫
(72)発明者  内田　光也
            東京都新宿区天神町８番地　株式会社プロップ内
(72)発明者  大野　優子
            大阪府吹田市山田丘１番１号　国立大学法人大阪大学内
(72)発明者  山田　憲嗣
            大阪府吹田市山田丘１番１号　国立大学法人大阪大学内
(72)発明者  吉村　拓巳
            東京都荒川区南千住８－１７－１　東京都立産業技術高等専門学校　荒川キャンパス内
(72)発明者  岩瀬　愛子
            岐阜県多治見市生田町１－３－２
(72)発明者  大畠　覚
            東京都府中市新町１－２３－５　株式会社ラグビーセンサ内
(72)発明者  小山田　安利
            神奈川県川崎市麻生区王禅寺東５－４６－２１　有限会社オーゼンテクノス内

    審査官  増山　慎也

(56)参考文献  特開２０１１－０３０９３４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６３－１６０８９８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－２２５２８４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１０－００５３４４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－０１６１８２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１１－２００６７７（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｊ　　　７／００－０４　　　　
              Ｇ０６Ｑ　　５０／２４　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

